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第４回 今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会

平成２０年６月１９日 参考資料３

精神保健医療体系の現状
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全体のアウトライン

○ 相談体制について

○ 入院医療について

○ 通院・在宅医療について

○ 医療体制・連携について

○ その他精神医療の質の向上に関わる事項について
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精神障害者を支える保健医療体制

精神障害者

訪問看護
ステーション

精神保健福祉
センター

保健所

市町村

外来受診

デイ・ケア等

訪問診療
訪問看護

診療所

外来受診

デイ・ケア等

訪問診療
訪問看護

患者による受診・相談

医療機関・行政機関か
らの働きかけ（アウト
リーチ）

救 急

精神科病院

入院医療

通院・在宅医療

相談体制

○ 疾患（統合失調症、認
知症等）に応じた医療

○ 病期（急性期等）に応じ
た医療
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相談体制について
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４７条に規定する相談指導等について

都道府県

保健所設置市

保健所設置市以外の
市町村

精神保健
福祉センター

保健所

福
祉
事
務
所

そ
の
他

関
係
行
政
機
関

精神障害者の福祉に関する
相談に当たって連携を図る
努力義務（第３項）

都道府県が行う事務に必要な
協力を行う義務（第４項） ○ 精神障害者の福祉に関し、

精神障害者・家族等からの相
談に応じ、指導する義務（第
４項）

○ 精神保健に関し、精神障害
者・家族等からの相談に応じ、
指導する努力義務（第５項）

○ 精神保健及び精神障害者の
福祉に関し、精神保健福祉相
談員・医師等に精神障害者・
家族等からの相談に応じさせ、
指導させる義務（第１項）

○ 医療を必要とする精神障害
者に対し、適切な医療機関を
紹介する義務（第２項）

※ 障害者自立支援法の制定に伴い、規定を
改正
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自立支援給付

都都

道道

府府

県県

広域・専門的支援

相談支援に関する
基盤整備

市市

町町

村村

３障害に対応した
一般的な相談支援

相談支援事業の
機能強化

・障害者相談支援事業（交付税）
※地域自立支援協議会の運営を含む

・市町村相談支援機能強化事業
・成年後見制度利用支援事業
・住宅入居等支援事業（居住サポート事業）

・都道府県相談支援体制整備事業
・高次脳機能障害支援普及事業
・発達障害者支援センター運営事業
・障害者就業・生活支援センター事業
・障害児等療育支援事業（交付税）

・精神障害者退院促進支援事業

・都道府県自立支援協議会（交付税）
・相談支援従事者研修事業

市町村市町村

地

域

生

活

支

援

事

業

指定相談支援 ・サービス利用計画作成費

２０年度創設

精神障害者
地域移行支援
特別対策事業

移行

相談支援充実
・強化事業
（基金事業）

特例交付金 都道府県・都道府県・市町村市町村 相談支援の充実・強化

障害者自立支援法（地域生活支援事業）における相談支援事業
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相談体制に関する参照条文

◎ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）（抄）
（相談指導等）
第四十七条 都道府県、保健所を設置する市又は特別区（以下「都道府県等」という。）は、必要に応じて、次条第一項に規定する精神保健福祉相談員その他の職

員又は都道府県知事若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長（以下「都道府県知事等」という。）が指定した医師をして、精神保健及び精神障害者
の福祉に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。

２ 都道府県等は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、その精神障害の状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならない。
３ 精神保健福祉センター及び保健所は、精神障害者の福祉に関する相談及び指導を行うに当たつては、福祉事務所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十

五号）に定める福祉に関する事務所をいう。）その他の関係行政機関との連携を図るように努めなければならない。
４ 市町村（保健所を設置する市及び特別区を除く。次項において同じ。）は、第一項及び第二項の規定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要

な協力をするとともに、必要に応じて、精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じ、及びこれらの者を指導しなければならない。

５ 市町村は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、精神保健に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じ、及びこれらの者を指導するように努め
なければならない。

◎ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）（抄）
第五条 １～１６ （略）
１７ この法律において「相談支援」とは、次に掲げる便宜の供与のすべてを行うことをいい、「相談支援事業」とは、相談支援を行う事業をいう。

一 地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及

び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定め
る便宜を総合的に供与すること。

二 第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者（以下「支給決定障害者等」という。）が障害福祉サービスを
適切に利用することができるよう、当該支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定に係る障害者等の心身の状況、その置かれている環境、障害福
祉サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービスの種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事
項を定めた計画（以下この号において「サービス利用計画」という。）を作成するとともに、当該サービス利用計画に基づく障害福祉サービスの提供が確保さ
れるよう、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等その他の者との連絡調整その他の便宜を供与すること。

１８～２２ （略）

（市町村の地域生活支援事業）
第七十七条 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

一 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び
助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の
障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業

二～四 （略）
２・３ （略）

（都道府県の地域生活支援事業）
第七十八条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、前条第一項第一号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援事

業その他の広域的な対応が必要な事業として厚生労働省令で定める事業を行うものとする。

２ （略）



8

一般人の精神医療受療・相談場所選択のプリファランス（※）

平成19年度 厚生労働科学研究「精神科救急医療、特に身体疾患や認知症疾患合併症例の対応に関する研究 岸泰宏

※ プリファランス・・・医療消費者（患者）の受療・相談場所の好み。数値が高いほど、何らかの精神症
状の兆候等があった際に、相談等に行く場所として選択されやすいことを示している。

≪参考≫ ４／とても適している ３／わりに適している ２／あまり適していない １／全然適していない
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保健所・市町村が実施した精神保健福祉相談の被指導延人員
（指導内容別） 【平成１７年度】

出典 ： 平成１７年度 地域保健・老人保健事業報告

18,718

165,036

22,896

4,875
11,597

34,029

226,970

35,797

224,739

28,258

4,464 10,089

48,178

239,593

0
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老人精神保健 社会復帰 アルコール 薬物 思春期 心の健康づくり その他

保健所 市町村

被指導延人員
保健所 484,121人
市町村 591,118人

（人）

（３．９％）

（６．１％）

（３４．１％）

（３８．０％）

（４．７％）
（４．８％）

（１．０％） （０．８％）
（２．４％） （１．７％）

（７．０％）

（８．２％）

（４６．９％）

（４０．５％）
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保健所・市町村が実施した精神保健福祉相談の被指導延人員
（指導内容別） 【平成１４年度】

出典 ： 平成１４年度 地域保健・老人保健事業報告

25,907

208,691

29,747

5,589
11,551

35,258

236,788

35,346

189,295

28,055

4,225 9,456

35,108

194,586
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老人精神保健 社会復帰 アルコール 薬物 思春期 心の健康づくり その他

保健所 市町村

被指導延人員
保健所 553,531人
市町村 496,071人

（人）

（４．７％）

（３７．７％）

（５．４％）

（１．０％）
（２．１％）
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（１．９％）

（７．１％）

（３９．２％）
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保健所が受ける困難事例の内訳

42%

27%

26%

5% 地域・近隣での
他害・迷惑行為

医療の継続性、
医療中断、受診
行動

家族内暴力・自
傷・ひきこもり

金銭管理等日常
生活支援

保健所全体で受ける
困難事例の内訳

保健所が市町村から受ける相談の内容
（複数回答あり）

保健所が医療機関等から受ける相談の
内容（複数回答あり）

○困難事例の解決（99.5%）
○入院への対応（89.1%）
○退院後の対応（62.5%）

○家族へのサポート（60.4%）
○講演会等の普及啓発（42.2%）

○退院後の対応（89.6%）
○困難事例の解決（84.4%）
○入院への対応（76.6%）
○家族へのサポート（58.9%）

平成19年度厚生労働科学研究
障害者自立支援法を踏まえた精神保健福祉センター、保健所の役割と
機能強化についての精神保健福祉施策研究
障害者自立支援法と精神保健福祉活動への取組実態調査
分担研究者 坪倉繁美

ｎ＝２２０

※ 近３か月で遭遇した困難・多
問題事例について、記述を求めた
もの。
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精神保健福祉センターにおける相談延人員（相談種別）
【平成１８年度】

1,756

105,480

3,297 3,711

19,035

26,531

41,562

0

20,000
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100,000

120,000

老人精神保健 社会復帰 アルコール 薬物 思春期 心の健康づくり その他

（人）

出典 ： 平成１８年度 衛生行政報告例

相談延人員 201,372人
（５２．４％）

（２０．６％）

（１３．２％）

（９．６％）

（１．８％）（１．６％）（０．９％）
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精神保健福祉センターにおける相談延人員（相談種別）
【平成１４年度】

4,795

243,093

3,765 5,184
22,323

31,248
41,803

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

老人精神保健 社会復帰 アルコール 薬物 思春期 心の健康づくり その他

（人）

出典 ： 平成１４年度 衛生行政報告例

相談延人員 352,211人

（１．４％）

（６９．０％）

（１．１％） （１．５％）

（６．３％） （８．９％）
（１１．９％）
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入院医療について
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資料：精神・障害保健課調

H16：2.8万床
H15：2.9万床
H14：2.9万床

H16：4.8万床
H15：4.8万床
H14：4.8万床

退院患者
H16年：7.6万人

（＋0.8万人）

H15年：6.8万人
（＋0.8万人）

H14年：6.0万人

退院患者
H16年：14.3万人

（＋0.9万人）

H15年：13.4万人
（＋0.8万人）

H14年：12.6万人

退院患者
Ｈ16年：4.7万人

（－0.3万人）

H15年：5.0万人
（＋0.3万人）

H14年：4.7万人

前年からの入院継続患者
Ｈ１６：22.6万人

（－0.3万人）

Ｈ１５：22.9万人
（－0.2万人）

Ｈ１４：23.1万人

うち翌年まで入院継続する者
１８万人

1年以上
3ヶ月以上
1年未満

1ヶ月以上
3ヶ月未満

約２３万床

H16：2.5万床
H15：2.4万床
H14：2.2万床

1ヶ月未満

年間新規
入院患者数

H16：37.8万人
（＋2.2万人）

H15：35.6万人
（＋2.4万人）

H14：33.2万人

退院患者
H16年：11.0万人

（＋0.6万人）

H15年：10.4万人
（＋0.4万人）

H14年：10.0万人

精神病床入院患者の動態の年次推移

H16：30.2万人
（＋1.4万人）

H15：28.8万人
（＋1.6万人）

H14：27.2万人

H16：15.9万人
（＋0.5万人）

H15：15.4万人
（＋0.8万人）

H14：14.6万人

H16：4.9万人
（－0.1万人）

H15：5.0万人
（＋0.4万人）

H14：4.6万人

注：病床数は、ある一時点において、その入院期間群に属する患者数から推計したもの。
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精神病床入院患者の精神病床入院患者の傷病傷病別内訳別内訳

資料：資料：患者調査患者調査

（
千

人
）

（
千

人
）

14.6 13.7 10.3 9.6

10.2 8.1 8.2 7.2

23.8 30.1 32.8

4.3 6.6 11.4 18.617.5
17.8 16.8

16.6

214.9 211.5 201.2 196.5

19.5 21.3
22.2 24.4

5.3 5
3.7 3.6

11.1 11.5
10.7 11.3

4.7 3.8
3.6 3

33.5

0

50

100

150

200

250

300

350

H8 H11 H14 H17

てんかん

その他の精神及び行動の障害

神経症性障害、ストレス関連障
害及び身体表現性障害

気分[感情]障害（躁うつ病を含
む）

統合失調症、統合失調症型障
害及び妄想性障害

精神作用物質使用による精神
及び行動の障害

アルツハイマー病

血管性及び詳細不明の認知症

精神遅滞

その他

３２５．９ ３２９．４
３２０．９ ３２４．３
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精神病床入院患者の年齢分布精神病床入院患者の年齢分布

66 .6

35
21 .7 19 .9 17 .5 15 .9

78 .5

74 .1

42 .1
34 .6 29 .2 27 .6

61

81 .7

80 .1
75 .7

66 .9
52 .4

30 .5

82 .4

77 .9
83 .9

16 .4
31 .9

52 .2
60 .8

66 .2
71

7 .2

30 .4
41 48 .3

67 .7

80

61 .4

56 .6

0

50

100

150

200

250

300

350

S.52 S.62 H. 8 H11 H14 H17

75歳～

65～74歳

55～64歳

45～54歳

35～44歳

25～34歳

15～24歳

0～14歳

資料資料：患者調査：患者調査

（千人）（千人）

3333%%
4343%%3838%%

2929%%
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96.1

107.4

112.4

87

91.4

98.3

102.3

46.3

47.2

44.9

46.7

97.4

93.7

81.1121.5

87.7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

H8

H１１

Ｈ１４

Ｈ１７

１年未満 １年以上５年未満 ５年以上１０年未満 １０年以上

入院期間別推計入院患者数の年次推移入院期間別推計入院患者数の年次推移
（主傷病が精神疾患の者（主傷病が精神疾患の者 総数）総数）

資料：患者調査

（単位：千人）

３５１．６

３４３．３

３３９．７

３２６．８
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入院期間別／疾患別の状況（精神病床）（平成１７年）

７．９
（９．６％／１９．１％）

２．８
（３．４％／５．５％）

１．５
（１．９％／６．３％）

７０．１
（８５．１％／３５．９％）

１０年以上

８２．５
（１００．０％／２６．３％）

５．２
（１１．７％／１２．４％）

５．８
（１３．１％／１１．１％）

１．９
（４．４％／８．０％）

３１．１
（７０．８％／１５．９％）

５年以上１０年未満

４３．９
（１００．０％／１４．０％）

１０．７
（１２．３％／２５．８％）

２１．５
（２４．６％／４１．５％）

５．７
（６．５％／２３．４％）

４９．５
（５６．６％／２５．３％）

１年以上５年未満

８７．４
（１００．０％／２７．９％）

１７．７
（１７．８％／４２．６％）

２１．８
（２１．９％／４２．０％）

１５．１
（１５．２％／６２．３％）

４４．９
（４５．１％／２２．９％）

１年未満

９９．５
（１００．０％／３１．８％）

その他

４１．５
（１３．２％／１００．０％）

認知症

５２．０
（１６．６％／１００．０％）

うつ・気分障害

２４．３
（７．８％／１００．０％）

統合失調症

１９５．６
（６２．４%／１００．０％）入院期間

疾患

資料：平成１７年患者調査の特別集計より、精神・障害保健課にて作成

総計 ３１３．４（千人）
（注）入院期間不詳及び年齢不詳は除く。

各区分の数値の下にある比率は、（各入院期間区分の合計数に対する割合／各疾患区分の合計数に対する割合）

患者調査中「Ⅴ精神及び行動の障害」（「精神遅滞」を含む。）と「Ⅵ神経系の疾患」のうち、「アルツハイマー病」・「てんかん」の積み上げ
・統合失調症・・・患者調査中「統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害」の数
・うつ・気分障害・・・患者調査中「気分［感情］障害（躁うつ病を含む）」の数
・認知症・・・患者調査中「血管性及び詳細不明の認知症」及び「アルツハイマー病」の合計

（単位：千人）
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資料：精神・障害保健課調
※ 各年６月末日現在の数

324,335
(１００．０％)

326,125329,096330,050332,714336,475343,926346,400
（１００．０％）

合計

1,759
（０．５％）

2,2052,4612,6073,2635,89310,49913,137
（３．８％）

その他

202,231
（６２．４％）

206,209209,924212,015215,438230,983213,974152,536
（４４．０％）

任意入院

118,069
（３６．４％）

115,297114,145112,661110,93094,827112,230165,685
（４７．８％）

医療保護入院

2,276
（０．７％）

2,4142,5662,7673,0834,7727,22315,042
（４．３％）

措置入院

平成17年平成16年平成15年平成14年平成13年平成9年平成5年平成元年

（単位：人）

入院形態別入院患者数の推移
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※ 退院先の割合は、各入院期間別の総数に対する割合

20%16%19%15%3%死亡

62%54%47%37%13%転院

10%12%12%15%8%社会復帰施設等

8%18%22%32%76%家庭復帰等

（退院先）

1%1%2%8%87%総数

２０年以上１０～２０年５～１０年１～５年１年未満入院期間

【割合】

72 63 124 397 715 死亡

229 206 304 942 3,522 転院

38 47 79 396 2,103 社会復帰施設等

30 68 143 830 20,190 家庭復帰等

（退院先）

30,498 369 384 650 2,565 26,530 総数

計２０年以上１０～２０年５～１０年１～５年１年未満入院期間

平成１７年６月 １か月間の数 （精神・障害保健課調べ）【実数】

患者の退院先について
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精神病床数の変化精神病床数の変化
（床）（床）

資料：医療施設調査（毎年資料：医療施設調査（毎年1010月月11日時点）日時点）

260,576 259,243 260,189 261,361 262,591 264,029 260,576 259,580

98,583 97,855 97,196 94,605 91,857 90,898 93,720 92,857

260,594

98,910

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年

精神科病院 一般病院

352,437 354,296 354,927 354,448 355,966 357,385 358,153 358,449 359,159 
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病床数（諸外国との比較）病床数（諸外国との比較）

日本日本

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004

（
床

/
千

人
）

Australia

Canada

France

Germany

Ireland

Italy

Japan

Korea

United Kingdom

United States

資料：OECD Health Data 2002 （1999年以前のデータ）
OECD Health Data 2007 （2000年以降のデータ）
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平均在院日数（諸外国との比較）平均在院日数（諸外国との比較）

日本日本

資料：OECD Health Data 2002 （1999年以前のデータ）
OECD Health Data 2007 （2000年以降のデータ）
注）1999年以降の日本のデータは患者調査より
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精神科入院医療に係る主な診療報酬の経緯

入
院
基
本
料
等

特
定
入
院
料

Ｈ４ Ｈ６ Ｈ８ Ｈ10 Ｈ12 Ｈ14 Ｈ16 Ｈ18 Ｈ20

精神療養病棟入院料

精神病棟入院基本料

老人性認知症疾患療養病棟入院料

精神科急性期治療病棟入院料

精神科救急入院料

精神科救急・合併症入院料

老人性認知症疾患治療病棟入院料（現認知症病棟入院料）

児童・思春期精神科入院医療管理加算

精神科措置入院診療加算

精神科隔離室管理加算

精神病棟入院時医学管理加算

重度認知症加算

精神科応急入院施設管理加算

精神科地域移行実施加算

精神科身体合併症管理加算
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精神科入院医療に係る主な診療報酬の算定病床数の推移

196,493209,257219,560228,584240,103249,330255,135269,543精神病棟入院基本料

352,437 354,296 354,927 354,448 355,966 357,385 358,153 ＜参考：注２＞精神病床数

1,4811,19260232950精神科救急入院料

8,0337,8197,2125,7785,1764,5264,080精神科急性期治療病棟入
院料

72,41381,97480,96674,49970,42969,74761,643精神療養病棟入院料

4,7675,3515,104老人性認知症疾患療養病
棟入院料（介護型）＜注１＞

9,35311,79112,86611,81610,4889,266老人性認知症疾患療養病
棟入院料（医療型）

16,87013,47710,3779,5868,2026,823老人性認知症疾患治療病
棟入院料

Ｈ１９Ｈ１８Ｈ１７Ｈ１６Ｈ１５Ｈ１４Ｈ１３Ｈ１２

資料：中医協調査
ただし、＜注１＞は、介護サービス施設・事業所調査

＜注２＞は、医療施設調査

＜参考：精神病棟入院基本料の内訳 （平成１９年５月１日現在）＞

１０：１入院基本料 ・・・ ４，３６０床 １５：１入院基本料 ・・・ １３２，６６９床
１８：１入院基本料 ・・・ ２９，７０８床 ２０：１入院基本料 ・・・ １９，５２５床
特別入院基本料 ・・・ １０，２３１床
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精神病床の現状

老人性認知症専門病床：26,223床※

•老人性認知症疾患治療病棟入院料(16,870床)
•老人性認知症疾患療養病棟入院料(医療型9,353床)※※

•老人性認知症疾患療養病棟入院料(介護型4,767床)※※※

※平成17年現在 ※※平成18年4月～廃止
※※※平成１７年介護サービス施設・事業所調査

精神科救急入院料（1,481床）

精神科急性期治療病棟入院料
（8,033床）

精神療養病棟
入院料（72,413床）

精神病棟入院基本料
（平成18年5月1日現在）

特定入院料
（※以外は平成18年7月1日現在）

121,160床；注 212,724床

児童・思春期精神科入院医療管理加算（520床；注）

（注；精神病床以外も含む）

(中医協 調査)

10：1（439床）

15：1（124,970床）

18：1（30,392床）

20：1（34,997床）

特別入院基本料（18,459床）

小児入院医療管理料（105施設、病床数不明；注）

特殊疾患療養病棟２（12,490床；注）

7:1
（47床）

10：1
（335床）

15：1
（3,085床）

特定機能病院入院基本料
（平成18年5月1日現在）
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精神病床 療養病床 一般病床

定義

精神疾患を有する者を入院させるた
めの病床をいう。

主として長期にわたり療養
を必要とする患者を入院さ
せるための病床をいう。

精神病床，結核病床、感染症
病床、療養病床以外の病床を
いう。

人員配置
基準

①大学附属病院ならびに内科、外科、産婦人科、
眼科及び耳鼻咽喉科を有する100床以上の病院
医師 16:1
看護職員 3:1
薬剤師 70:1

②上記以外の病院
医師 48:1
看護職員 4:1
薬剤師 150:1

（ただし当分の間、看護職員5:1、看護補助者と
合わせて4:1とすることができる）

※措置入院指定病院、応急入院指定病院
病棟基準で、看護師及び准看護師 3:1
（ただし、H18.3.1から５年間は医療法基準
どおりでも可（経過措置））

医師 48:1
看護職員 4:1
看護補助者 4:1
薬剤師 150:1

※経過措置（平成24年3月31
日まで）
看護師及び准看護師 6：1
看護補助者 6：1

医師 16:1
看護職員 3:1
薬剤師 70:1

病床面積
6.4㎡／床以上
既設：4.3㎡／床以上

6.4㎡／床以上 6.4㎡／床以上
既設：4.3㎡／床以上

廊下幅

①の病院
1.8ｍ以上（両側居室2.1ｍ）

既設1.2ｍ以上(両側居室1.6ｍ)
②の病院
1.8ｍ以上(両側居室2.7ｍ)
既設1.2ｍ以上(両側居室1.6ｍ)

1.6ｍ以上（両側居室2.7
ｍ）
既設1.2ｍ以上
(両側居室1.6ｍ）

1.8ｍ以上（両側居室2.1ｍ）
既設1.2ｍ以上
（両側居室1.6ｍ）

病床別の医療提供体制 （人員配置・設備構造基準）
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通院・在宅医療について
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精神科在宅医療に係る主な診療報酬の経緯

精
神
科
専
門
療
法

Ｈ４ Ｈ６ Ｈ８ Ｈ10 Ｈ12 Ｈ14 Ｈ16 Ｈ18 Ｈ20

精神科訪問看護・指導料（Ⅰ）

精神科デイ・ナイト・ケア

精神科ナイト・ケア

精神退院前訪問指導料

精神科ショート・ケア

精神科デイ・ケア

精神科退院時指導料（平成１０年３月まで精神科退院指導料）

重度認知症患者デイ・ケア料

精神科訪問看護・指導料（Ⅱ）（平成６年１０月から）
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精神科デイ・ケア等の概要

精神障害者の社会生活機能の回復を目的として個々の患者に応じたプログラムに従っ
てグループごとに治療するものであり、実施される内容の種類にかかわらず、その実施
時間は患者一人当たり一日につき６時間を標準とする。

精神科デイ・ケア

精神障害者の社会機能の回復を目的として行うものであり、その開始時間は午後４時
以降とし、実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者一人当たり一日に
つき４時間を標準とする。

精神科ナイト・ケア

精神障害者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、実施される内容の種
類にかかわらず、その実施時間は患者一人当たり一日につき１０時間を標準とする。

精神科デイ・ナイト・ケア

精神障害者の地域への復帰を支援するため、社会生活機能の回復を目的として個々
の患者応じたプログラムに従ってグループごとに治療するものであり、実施される内容の
種類にかかわらず、その実施時間は患者一人当たり一日につき３時間を標準とする。

精神科ショート・ケア
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精神科デイ・ケア等の利用状況

897,452 852,577 770,883 689,733 636,345 合計

112,188 109,315 89,398 77,412 70,849 老人性痴呆疾患デイ・ケア（注）

136,227 122,327 106,308 100,444 81,535 精神科デイ・ナイト・ケア

18,255 24,068 24,780 21,446 17,277 精神科ナイト・ケア

630,782 596,867 550,397 490,431 466,684 精神科デイ・ケア

平成１７年平成１６年平成１５年平成１４年平成１３年

延利用者数

82,834 77,851 71,442 70,262 65,381 合計

8,137 7,478 6,694 7,082 6,247 老人性痴呆疾患デイ・ケア（注）

9,869 8,890 7,668 8,169 7,193 精神科デイ・ナイト・ケア

2,367 2,684 2,536 2,477 2,299精神科ナイト・ケア

62,461 58,799 54,544 52,534 49,642 精神科デイ・ケア

平成１７年平成１６年平成１５年平成１４年平成１３年

利用実人員

（単位：人）

（単位：人）

資料：精神・障害保健課調（各年６月１か月間の数）

注：「老人性痴呆疾患デイ・ケア」は、平成１８年度より「重度認知症患者デイ・ケア（料）」となっている。
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精神科デイ・ケア等の利用状況

年齢階級別

8%

53%

35%

２０歳未満 ２０歳以上４０歳未満
４０歳以上６５歳未満 ６５歳以上７５歳未満
７５歳以上

2% 2%

精神科デイ・ケア等の利用者数の
半数以上が４０～６５歳

疾患別

精神科デイ・ケア等の利用者数の
７割超が統合失調症

9%

6%

13%

72%

統合失調症 気分障害

アルコール依存症 その他

平成１７年 精神・障害保健課調
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１）訪問看護開始前後２年間の精神科総入院日数（Ｎ=134）

0 100 200 300

開始後

開始前

279.3

73.9

n=134, t=8.179, p < 0.01

入院日数

●精神科病棟への総入院日数では、訪問看護開始前
２年間の平均279．3日から訪問看護開始後2年間で
は、74．9日へと4分の1近くに減少
（厚生労働科学研究費補助金医療技術評価総合研究事業 精神科看護
における介入技術の明確化および評価に関する研究 主任研究者
萱間真美 平成16年3月）

精神科訪問看護の効果
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２）訪問看護開始前後２年間に要した医療費の内訳

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

開始後

開始前

入院費 通院費 デイナイトケア費 訪問看護費 （円）

48.375.8 111.0 60.3

293.3

32.0

41.1 366.3

295.4 （万円）

●訪問看護開始後では、開始前に比べて医療費平均が減少
（厚生労働科学研究費補助金医療技術評価総合研究事業 精神科看護における介入技術の明確化および評価に関する研究
主任研究者 萱間真美 平成17年3月）

（万円）
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利用
なし
82

 61%

利用
あり
52
39%

利用
なし
43
32%

利用
あり
91
68%

訪問看護開始前 訪問看護開始後

2

2

3

4

5

7

7

9

15

17

22

54

0 10 20 30 40 50 60

保健師の訪問

通院リハビリ事業

福祉ホーム

OT

生活訓練施設

ナイトケア

デイナイトケア

ホームヘルプ

小規模作業所

地域生活支援センター

グループホーム

デイケア

（厚生労働科学研究費補助金医療技術評価総合研究事業 精神科看護における介入技術の明確化および評価に関する研究
主任研究者 萱間真美 平成17年3月）

訪問看護開始前後の社会資源の利用状況の変化

※上段が開始前
後段が開始後
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3,0132,3792,0391,7051,8021,377920727504

132,477118,395

104,312

95,778

78,881

62,382

53,119

41,066

28,442

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度

（単位：件）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

（単位：百万円）

公費負担額 レセプト件数

精神医療費報酬支払確定額（精神・障害保健課調べ）

精神科訪問看護（精神通院医療）の実施状況の年次推移
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精神科訪問看護の実施状況

精神科訪問看護・指導実施件数の年次推移

訪問看護ステーションにおける精神科訪問看護の実施状況

精神疾患が主傷病の利用者への訪問の有無（ｎ＝１，６６４）

０．４％５８．６％４１．０％

無回答実施していない実施している

出典：平成１９年度厚生労働省障害保健福祉推進事業 （全国訪問看護事業協会）
「精神障害者の地域生活支援を推進するための精神科訪問看護のケアの技術の標準化と教育及びサービス提供体制のあり方の検討」

５６，０５１８２６平成１７年度

３９，４６２７２７平成１４年度

２８，３０８７０９平成１１年度

件数施設数

資料 ： 医療施設調査 （各年９月１月間）
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医療体制・連携について
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精神科救急事業の変遷

平成１７年度 精神科救急医療センター事業 創設

平成２０年度 精神科救急医療体制整備事業 創設

Ｈ８ 精神科急性期入院料創設

（診療報酬）

急性期患者への適切な医療体制を更に充実させるため、身体合

併症を含め２４時間対応する情報センターの機能強化、身体合併
症対応施設の創設、診療所などに勤務する精神保健指定医の救
急医療機関での診療協力体制の構築など、地域の実情に応じた精
神科救急医療体制を強化

２つの事業を組み替え

（補助事業）

平成７年度 精神科救急システム整備事業 創設

Ｈ１４ 精神科救急入院料創設

H20 精神科救急・

合併症入院料 創設

幻覚・妄想・昏迷・興奮など激しい症状を呈する統合失調症の急性期、急性精
神病や錯乱状態等の患者を２４時間診療体制で受け入れることができる精神
科救急医療センターを整備することにより、患者の受け入れ態勢の強化を図り、
２４時間、３６５日緊急受診者の受け入れを行い、個室での手厚い医療の提供
により、患者の早期退院及び病床の減少を図る。 （３次救急）

精神障害者の緊急時における適切な医療及び保護の機会を確保するための
体制整備に必要な経費に対する補助事業（精神科救急情報センター機能の整
備、搬送システムの確保、精神科救急医療施設の体制整備、精神科初期救急
医療輪番システムの整備） （初期・２次救急）
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１４５１４５精神科救急医療圏域数

１２，０９６１０，９１６夜間・休日の入院件数

３０，２４３２７，７８８夜間・休日の受診件数

８１，１２２７２，３３７
精神科救急情報センター
への夜間・休日の電話相
談件数

１，０８４１，０７３精神科救急医療施設数

平成１７年度平成１６年度

精神科救急医療システムの利用状況

（精神・障害保健課調）



0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

人口万対年間受診件数

入
院

率

岩手島根

秋田

滋賀

和歌山長野

高知

佐賀

東京山梨

山口
石川

兵庫

福岡 大阪

岡山
神奈川 富山

精神科救急医療システム全国状況
受診件数と入院件数（2006年度）

平成19年度厚生労働科学研究
「精神科救急医療、特に身体疾患や認知症疾患合併症例の対応に関する研究」
主任研究者；黒澤 尚 分担研究者；平田 豊明

（％）
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精神科救急医療体制整備事業

精神科救急医療施設

・輪番制病院群も含めて全ての精神科
救急医療圏域に空床確保を行う精神
科救急医療施設の整備

・２４時間対応の精神科救急情報セン
ターの身体合併症対応を含めた機能
強化及び身体合併症対応施設の創設

・診療所に勤務する精神保健指定医の
救急医療機関での診療協力体制の
構築 等

情報センター
•医師1人
•PSW1人

精神科救急医療施設
•医師1人

•看護師1人
•PSW1人

•空床確保1床

精神科救急医療センター
•医師1人

•看護師2人
•PSW1人

•空床確保2床

平成19年度 平成20年度（案）

情報センター
･医師1人
•PSW1人

初期救急医療施設
•医師1人

•看護師1人

精
神
科
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
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都道府県

常時対応型
病院

合併症対応型病院

常時対応型病院

合併症対応型病院

輪番病院

精神科救
急情報セ
ンター

精神科救急医療精神科救急医療体制（平成２０年度以降のイメージ）体制（平成２０年度以降のイメージ）

輪番病院

輪番病院
輪番病院

精神科救急
Ａブロック

Ｂブロック
Ｃブロック

Ｄブロック

診療所

診療所

診療所

常時対応型病院
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介護介護
自立度自立度ⅡⅡ以上の認知症高齢者以上の認知症高齢者

169169万人万人

医療医療
血管性認知症血管性認知症

及び詳細不明の痴呆及び詳細不明の痴呆
アルツハイマー病アルツハイマー病

３３22万人万人（老健局）（老健局）

（平成（平成1717年における年における
平成平成1414年年99月での推計）月での推計） （平成（平成1717年患者調査）年患者調査）

認知症疾患患者の所在認知症疾患患者の所在

居宅 約49％
（約83万人）

・医療施設
（医療型療養病床、
一般病床、精神病床
等）

・グループホーム
・ケアハウス

約13％（約22万人）

介護型医療施設
約7％（約12万人）

精神病床
約16％
（約5万人）

療養病床
（医療型、
介護型）
約8％
（約2万6千人

その他の病床
約1％

外来 約74％
（約24万人）

介護施設 約32％
（約54万人）

※※医療施設（医療型療養病床、介護型療養病床、一般病床、精神病床）は医療施設（医療型療養病床、介護型療養病床、一般病床、精神病床）は
介護と医療で重複がある。介護と医療で重複がある。

入所 約51％
（約86万人）

入院 約26％
（約8万人）
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認知症の経過と医療認知症の経過と医療の必要性の必要性

時間経過時間経過

重
症
度

重
症
度

急性期対応急性期対応
••精神・行動障害精神・行動障害
••合併症合併症

鑑別診断鑑別診断

一般科医療一般科医療

日常生活介護日常生活介護

精神症状精神症状

精神症状精神症状

精神科医療精神科医療

連携
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精神病床における認知症入院患者数精神病床における認知症入院患者数
の年次推移の年次推移

23.8
30.1 32.8 33.5

4.3

6.6

11.4
18.6

0

10

20

30

40

50

60

平成8年 平成11年 平成14年 平成17年

血管性及び詳細不明の認知症 アルツハイマー病

資料資料：患者調査：患者調査

精神病床精神病床
入院患者数の入院患者数の

8.6%8.6%

11.0%11.0%

13.4%13.4%

精神病床精神病床
入院患者数の入院患者数の

16.0%16.0%

（千人）（千人）
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認知症疾患を主傷病名とする入院患者の病床認知症疾患を主傷病名とする入院患者の病床
別割合の年次推移別割合の年次推移

（血管性及び詳細不明の認知症＋アルツハイマー病）（血管性及び詳細不明の認知症＋アルツハイマー病）

7.2

2.2

8.5

22.1

26.1

2.3

2.6

2.3

36.7

44.2

52.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Ｈ１１

Ｈ１４

Ｈ１７

精神病床 老人病床 療養型病床群 その他の一般病床

80.680.6（千人）（千人）

71.171.1

54.654.6

6565％％

6262％％

6767％％

認知症疾患を主傷病名とする入院患者の約認知症疾患を主傷病名とする入院患者の約66割は割は

精神病床精神病床

（患者調査）（患者調査）
※※一般診療所を除く一般診療所を除く

入院患者数入院患者数42%42%増増

4488%%増増

（千人）
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住

民

かかりつけ
医

専門医療機関

・鑑別診断

検査（脳脊髄液、血液）

画像診断（ＭＲＩ、SPECT等）

・外来における治療

投薬、 療養指導

・入院による治療

②転院

（病状が安
定した場合）

・診断

・検査

・投薬

・療養 指導

・通所介護

・通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

・訪問介護 等

居宅サービス

連携

①受診

○認知症の原因疾患の鑑別診断及びうつ

等認知症類似疾患との鑑別診断を行う

○幻覚、興奮等の周辺症状が急変し、コン

トロールが難しくなった場合の対応を行う

○心臓病やがん等の身体合併症が生じた

場合の対応を行う

かかりつけ医認知症対応力向上研修

③転院

④外来又
は訪問診
療対応

・認知症対応型共同生活介護

・小規模多機能型居宅介護

・認知症対応型通所介護 等

・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

（認知症専門棟）

・介護療養型医療施設

（老人性認知症疾患療養病棟）

施設サービス

地域密着型サービス

地域包括支援
センター

認知症介護実践者等養成事業（研修）

認知症地域支援体制構築等推進事業

認知症サポーター100万人キャラバン（認知症を知り地域をつくる１０か年）

認知症疾患医療センター

（H20年度から整備予定）

※認知症の総合的な治療等を行う

診療報酬

介護報酬

事業

⑤相談

⑥介護サービス
利用

連
携

支援

認知症高齢者を支える医療と介護の連携体制

（早
期
発
見
）

（
日
常
の
健
康
管
理
）

（より専門的
な医療を受
けるため）

連携

認知症高齢者に対しては、高齢者の尊厳の保持を

基本とし、たとえ認知症となっても、できるだけ住み慣
れた地域におけるなじみの人間関係や居住空間の中
での暮らしを継続できるような対策を講じている

認知症サポート医

（もの忘れ外来、精神科、神経内科、老年科等）
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認知症疾患医療センター運営事業（新規）認知症疾患医療センター運営事業（新規）平成平成2020年度予算額年度予算額1.91.9億円億円

内科医等のいわゆる「かかりつけ医」

合併症への対応施設

認知症疾患患者医療 介護

地域包括
支援センター

介護職、
介護サービス事業者

問題行動等への
対応施設

精神科病院
老人性認知症疾患治療病棟 等

認知症疾患医療センター

総合病院等

サポート医

紹介

認知症疾患医療センター

設置場所；身体的一般検査、画像
診断、神経心理学的検査等の総合
的評価が可能な総合病院等に設置
設置数；各都道府県に約150ヶ所
人員；専門医やサポート医等の専
門医療を行える医師、看護師、精
神保健福祉士、臨床心理技術者等

問題行動により
専門医療が必要な
認知症疾患患者

紹介

情報センター情報センター
普及啓発
各種媒体による認知症にかかる
情報及びセンターの周知
一般相談
認知症に関する住民からの相談
に対応

専門医療の提供専門医療の提供
詳細な鑑別診断
適切な治療方針決定
急性精神症状への対応
身体合併症への対応

地域連携の強化地域連携の強化
医療連携協議会
顔の見える連携体制の構築
研修会の実施
診断・合併症対応技術の向上
専門相談
圏域内の資源を活用し
きめ細かく対応
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精神科医療施設における
身体合併症患者の割合

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中等症以上 軽症 なし

精神科救急病棟
(n=989)

精神科急性期
治療病棟
(n=747)

総合病院の
精神病床
(n=340)

８％

６％

２１．２％

平成16~18年度厚生労働省科学研究

「精神科病棟における患者像と医療内容に関する研究」
主任研究者；保坂隆（総合研究報告書）



52

77,909 78,332 79,134 80,852
84,128

87,909
91,500

94,819 97,442

2,798
3,016

3,369

3,956

4,660

5,429

6,136

6,942

7,983

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

昭和56 昭和59 昭和62 平成２ 平成５ 平成８ 平成11 平成14 平成17

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

一般診療所 うち精神科又は神経科

一般診療所数及び精神科又は神経科標榜診療所数の推移

資料：医療施設調査

一般診療所の３．５％

一般診療所の８．２％
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102.6

130.5
125.6

106.7 124.5

98.7

74.5
66.6

0

20

40

60

80

100

120

140

平成８年 平成１１年 平成１４年 平成１７年

病院 一般診療所

病院・診療所別の通院（外来）患者の推移

※ 精神疾患を有する者の合計 資料：患者調査

（千人）
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９．０
（５７．７％／７．２％）

６．６
（４２．３％／５．１％）

１５．６
（１００．０％／６．１％）

アルツハイマー病

１２４．４
（４８．８％／１００．０％）

１３０．５
（５１．２％／１００．０％）

２５４．９
（１００．０％／１００．０％）

合計

６．０
（２９．６％／４．８％）

１４．３
（７０．４％／１１．０％）

２０．４
（１００．０％／８．０％）

てんかん

４．０
（３６．７％／３．２％）

７．０
（６３．６％／５．４％）

１０．９
（１００．０％／４．３％）

その他の精神及び行動の障害

３２．６
（６４．８％／２６．２％）

１７．７
（３５．２％／１３．６％）

５０．２
（１００．０％／１９．７％）

神経症性障害，ストレス関連障害及び身
体表現性障害

４６．９
（６０．９％／３７．７％）

３０．１
（３９．１％／２３．１％）

７７．０
（１００．０％／３０．２％）

気分［感情］障害（躁うつ病を含む）

１７．５
（２７．８％／１４．１％）

４５．４
（７２．２％／３４．８％）

６２．９
（１００．０％／２４．７％）

統合失調症，統合失調症型障害及び妄
想性障害

０．３
（５０．０％／０．２％）

０．３
（５０．０％／０．２％）

０．７
（１００．０％／０．３％）

その他の精神作用物質使用による精神
及び行動の障害

０．８
（１５．４％／０．６％）

４．４
（８４．６％／３．４％）

５．２
（１００．０％／２．０％）

アルコール使用＜飲酒＞による精神及
び行動の障害

７．３
（６０．８％／５．９％）

４．７
（３９．２％／３．６％）

１２．０
（１００．０％／４．７％）

血管性及び詳細不明の認知症

一般診療所病院総数疾患名

資料：平成１７年患者調査

病院・診療所における通院（外来）患者の疾患別内訳

病院には統合失調症の患者が多く、一般診療所には気分障害（うつ病）、神経症性の患者
が多い。

※ 単位は千人。（ ）内の左側は各疾患別の総数に対する割合、右は総数、病院総数、診療所別総数に対する割合
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8,863 9,198 9,530 9,741 10,164 10,266 10,184

1,175 1,496 1,551 1,844 2,054 2,335 2,645

0
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12,000

14,000

平成6年 平成8年 平成10年 平成12年 平成14年 平成16年 平成18年

病院 診療所

精神科医の所在（病院と診療所）

診療所に勤務する精神科医が増加している。
（平成6年→平成18年では、診療所では125％増加、病院では15％増加）

資料：医師・歯科医師・薬剤師調査

（人）

10,038 10,694 11,081 11,585 12,218 12,601 12,829

平成 ６年 病院医師 ８８％、 診療所医師 １２％
平成１８年 病院医師 ７９％、 診療所医師 ２１％
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第四 医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療機能に関する情報の提供の推進に関する
基本的な事項
二 疾病又は事業ごとの医療連携体制のあり方
２ 事業ごとに配慮すべき事項
(一) 救急医療において、・・・（略）・・・。精神科救急医療については、輪番制による緊急時における適切な医療及び保護の機会を確保する
ための機能、重度の症状を呈する精神科急性期患者に対応する中核的なセンター機能を強化することが求められる。

医療提供体制の確保に関する基本方針（平成１９年厚生労働省告示第７０号） （抜粋）

医療計画について（平成１９年７月２０日厚生労働省医政局長通知）（抜粋）

（別紙） 医療計画策定指針
第３ 医療計画の内容
１０ その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項

４疾病５事業以外で都道府県における疾病の状況等に照らして特に必要と認められる医療等については、次の事項を考慮して、記載する。
（１） 精神保健医療対策

① 精神科医療に係る各医療提供施設の役割
② 精神科救急医療（重度の症状を呈する精神科急性期患者に対応する中核的なセンター機能を有する医療機関の整備や他科診療科

との連携による身体合併症治療体制の整備等）
③ うつ病対策（性別や児童、労働者、高齢者、産後等のライフステージ別の相談・治療体制、一般医療機関と精神科医療機関の連携体

制、地域における理解の促進等）に関する取組
④ 精神障害者の退院の促進に関する取組
⑤ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平成１５年法律第１１０号）第４２条第１項第１号等

に基づく決定を受けた者に対する医療の確保、社会復帰支援等（指定医療機関の整備、保護観察所との協力体制等）に関する取組
（２） 障害保健対策

障害者（高次脳機能障害者、発達障害者を含む。）に対する医療の確保等（都道府県の専門医療機関の確保、関係機関との連携体制
の整備等）に関する取組
（３） 認知症対策

① 鑑別診断、急性期症状等に対応するための医療体制
② かかりつけ医と鑑別診断等を行う専門医療機関との連携体制

精神科医療の医療計画上の位置づけ
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疾病又は事業ごとの医療体制について（平成１９年７月２０日厚生労働省医政局指導課長通知）（抜粋）

救急医療の体制構築に係る指針
第１ 救急医療の現状

１ 救急医療を取り巻く状況
（７） 精神科救急医療の動向

各都道府県において、地域の実情に応じた精神科救急医療体制が整備されており、夜間休日における精神科受診件数は人口万対年間
２～３件、この中で、身体合併症があり、精神疾患、身体疾患ともに入院医療を要する程度のものは約２％の頻度で発生しているとの報告
がある。

２ 救急医療の提供体制
（５） 精神科救急医療体制と一般救急医療機関等との連携

精神科救急医療、平成７年より、精神科救急医療システムが創設され、精神科救急情報センターや地域の実情に応じて輪番制等による
精神科救急医療施設の整備が進められてきており、さらに、平成１７年からは、精神科救急医療センターが創設され、整備が進められてき
た。

しかし、緊急な医療を必要とする精神疾患を持つ患者を２４時間３６５日受け入れる体制が未だ十分でない地域もあることから、輪番制に
よる緊急時における適切な医療及び保護の機会を確保するための機能、重度の症状を呈する精神科急性期患者に対応するための中核的
な機能、さらに、休日等を含め２４時間体制で精神疾患を持つ患者等からの緊急的な相談に応じ、医療機関との連絡調整等を行う精神科
救急情報センター機能については、より一層の強化を図っていく必要がある。

また、精神疾患を持つ患者が、身体的な疾患を患うことも少なくなく、このような患者に対しても確実に対応するために、精神科救急医療
体制と、一般の救急医療機関や精神科以外の診療科を有する医療機関との連携を図る必要がある。

さらに、「自殺総合対策大綱」（平成１９年６月８日閣議決定）に基づき、自殺未遂者の再度の自殺を防ぐために、救急医療施設における精
神科医による診療体制等の充実を図る必要がある。
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◎ 従来の基準病床算定式

基準病床数＝ 区域内年齢階層別男女別住民数 × ブロック内年齢階層別男女別入院率

± 区域をまたぐ流出・流入 ＋ 加算部分

◎ 新しい基準病床算定式

残存率と退院率の現在値及び目標値を算定式に組み込むことにより、現在値が

目標値に近づけば基準病床数は更に下がる仕組みとなっている。この結果、算定式

上ではあるが１０年後（２０１５年）には約７万床減少する見込み。

基準病床数＝（一年未満群※）＋（一年以上群※※ ）＋加算部分

※一年未満群＝（ΣＡＢ＋Ｃ－Ｄ）×Ｆ／Ｅ１ ※※一年以上群＝〔ΣＧ（１－Ｈ）＋Ｉ－Ｊ〕／Ｅ２
Ａ：各歳別人口（将来推計、４区分） Ｇ： 各歳別一年以上在院者数（実績、４区分）
Ｂ：各歳別新規入院率（実績、４区分） Ｈ： 一年以上在院者各歳別年間退院率（目標値、４区分）＝29％
Ｃ：流入患者数 Ｉ： 新規一年以上在院者数（一年未満群からの計算値）
Ｄ：流出患者数 Ｊ： 長期入院者退院促進目標数（目標値）
Ｅ１：病床利用率（９５％） （病床数が多く（対人口）、かつ退院率（１年以上群）が
Ｆ：平均残存率（目標値）＝２４％ 低い地域が設定）

Ｅ２：病床利用率（９５％）

基本部分

医療計画における基準病床算定式の変更
（平成１８年４月）
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① 病床数の量的管理から質（医療連携・医療安全）を評価する
医療計画へ

② 住民・患者に分かりやすい医療計画へ
③ 数値目標を示し評価できる医療計画へ

医療計画制度の見直し

3つの課題

①「住民・患者」

②「医療提供者」

③「都道府県」

3つの視点 医療連携体制

一つの医療機関だけで完結する医療

地域の医療提供者が医療連携によって
患者の治療を分担、完結する医療を推進

○患者が受診する医療機関を選択

○医療機関相互の協力と切磋琢磨

○医療サービスの質の向上
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“現在の医療計画制度の問題点”

（１）患者の実際の受療行動に着目するのではなく、医療
提供サイドの視点で構想。

（２）地域の疾病動向を勘案しない量的な視点を中心に構想。

（３）地域の医療機関が担える機能に関係なく、結果として
大病院を重視することとなる階層型構造を念頭に構想。

《新たな医療計画制度での医療連携体制の考え方》

（１）患者を中心にした医療連携体制を構想

（２）主要な事業ごとに柔軟な医療連携体制を構想

（３）病院の規模でなく医療機能を重視した医療連携体制
を構想

３次医療：先進的な技術や特殊な医
療、発生頻度が低い疾病
に関するものなどの医療
需要に対応した医療

２次医療：入院治療を主体とした医療活動
がおおむね完結する医療

１次医療：普段からの健康相談が受けられる、
かかりつけ医を中心とした地域医
療体制の確立を目指した医療

〔これまでの医療計画の考え方〕 〔新たな医療計画の考え方（イメージ）〕

かかりつけ医機能

（診療所・一般病
院）

専 門 的 な
治療を行う
機 能

介護・福祉
サ ー ビ ス
機 能

回 復 期
リ ハ ビ リ
機 能

療 養 を
提 供 す る
機 能

主要な事業ごとに医療機
関の医療機能（医療連携
体制）が明示されることで
患者の安心感を確保。

救 急 医 療
の 機 能 住 民

患 者

階層型構造の医療提供体制から住民・患者の視点に立った医療連携体制への転換
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（同項第４号に基づき省令で規定）
→ 生活習慣病その他の国民の健康の保持を図る

ために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要
と認められる疾病として厚生労働省令で定める
ものの治療又は予防に係る事業に関する事項

<医療法施行規則第３０条の２８>

・ がん
・ 脳卒中
・ 急性心筋梗塞
・ 糖尿病

（同項第５号で規定）
→ 医療の確保に必要な事業

・ 救急医療
・ 災害時における医療
・ へき地の医療
・ 周産期医療
・ 小児医療（小児救急医療を含む）

・ 上記のほか、都道府県知事が疾病

の発生状況等に照らして特に必要と
認める医療

４疾病 ５事業[＝救急医療等確保事業]

医療連携体制を構築し医療計画に明示
【医療法第３０条の４第２項第２号】
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都道府県は、医療計画に、４疾病（がん対策、脳卒中対策、急性心筋梗塞対策、糖尿病対策）
及び５事業（救急医療、災害時医療、へき地医療、周産期医療、小児医療）の医療体制それぞれ
について、必要な医療機能（目標、求められる体制等）及び担う医療機関・施設の具体的名称を
記載し、住民にわかりやすく公表する。

地域の救急医療の機能
を有する医療機関

回復期リハビリの機能
を有する医療機関

生活リハを含めた療養
医療を提供する

機能を有する医療機関

＜目標＞
・発症後３時間以内に専門的
治療開始

・早期のリハビリ実施

＜求められる体制＞
・２４時間対応可能なこと
・脳梗塞の場合、t-PAによる

脳血栓溶解療法が実施可能な
こと

・廃用群症候群や合併症の予防
セルフケアの早期自立のため
のリハビリテーションが実施
可能なこと

・▲▲リハビリ病院
・◇◇病院（回復期リハ病棟）

・
・

＜目標＞
・生活機能維持・向上等維持期の

リハビリ実施

＜求められる体制＞
・在宅復帰を支援するため居宅介

護サービス等を調整すること
・再発予防の治療、基礎疾患・危

険因子の管理、抑うつ状態への
対応が可能なこと

・○○病院
・△△病院

・
・

＜目標＞
・機能障害改善・ＡＤＬの向上等
回復期のリハビリ実施

＜求められる体制＞
・理学療法、作業療法、言語聴覚
療法等のリハビリが専門医療ス
タッフにより集中的に実施可能
であること

・再発予防の治療、基礎疾患・危
険因子の管理、抑うつ状態への
対応が可能なこと

・介護老人保健施設◇◇
・□○診療所

・
・

医療計画に医療連携体制を明示

都道府県医療計画



63

その他精神医療の質の向上に関わる
事項について
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抗精神病薬処方調査における欧米と日本の比較

稲垣中, 臨床精神薬理, 6(4):391-401, 2003 を改変
欧米のデータ中、1つの国のデータが複数ある場合は実施年が新しい報告を採用してグラフ化表示

文献には3剤、4剤以上と分類されているが、これらを3剤以上としてまとめて表示

0%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

662 2987 1218 1736 70 664 100 2369
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1998 2001 1999 1994-97 2001 1996 1992 2000

豪州 米国 英国 イタリア ドイツ フランス スペイン 日本 

3剤以上

2剤

単剤
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３，９１２２，２６０９６２精神保健福祉士

３，５１９２，７７１１，８９８作業療法士

２８，３３６２６，１９４２４，９０１看護業務補助者

３７，０９０３９，１３２３９，６２２准看護師

４２，２６５３８，２５２３６，２２４看護師

平成１７年平成１４年平成１１年

精神科病院における医療関係従事者数精神科病院における医療関係従事者数

（単位：人）

※平成１４年、１７年の数値は常勤換算したもの

資料：病院報告
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精神科医療従事者数の国際比較

資料：Atlas country profiles on mental health resources, WHO, 2001

日本 28.4 8.0 35.5 59.0 4.8 5.0 56.8

アメリカ 9.5 10.5 9.0 6.3 15.1 33.6 2.8

イギリス 5.8 11.0 5.3 104.0 0.6 58.0 1.0

イタリア 1.7 9.0 1.9 26.0 0.7 2.7 6.3

カナダ 19.3 12.0 16.1 44.0 4.4 - -

ドイツ 7.6 7.3 10.4 52.0 1.5 - -

フランス 12.1 20.0 6.0 - - - -

ロシア 11.8 11.0 10.7 54 2.2 0.6 196.7

精神病床
人口万対

人口10万対数 人口10万対数
１人当たりの

病床数

精神科医師 精神科看護師

人口10万対数
１人当たりの

病床数
１人当たりの

病床数

精神科ソーシャルワーカー


